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一
八
六
一
年
四
月
一
一
日
に
創
業
し
た
モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
（M

orris, 

M
arshall, Faulkner &

 C
o. 

一
八
七
五
年
か
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス[W

illiam
 M

orris, 1834–1896]

が
単
独
経

営
者
と
な
り
、M

orris &
 C

o.

と
し
て
再
編
成
さ
れ
る
。
本
論
文
で
は
、
以
後
「
モ
リ
ス
商
会
」
と
し
て
言
及
す
る
）

は
、
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
先
鞭
を
つ
け
た
と
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
な
活
動
に
つ
い

て
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
を
中
心
と
し
た
設
立
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
語
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

商
会
設
立
メ
ン
バ
ー
、
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ド
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
（Ford M

adox B
row

n, 1821–1893

）

は
、
商
会
開
設
の
前
か
ら
活
動
初
期
に
か
け
て
《
労
働
》（W

ork, 1852–65

）
と
い
う
作
品
を
描
い
て

い
る
﹇
*1
﹈。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
階
層
を
写
実
的
に
描
い
た
作
品
と
し
て
有
名
な

こ
の
絵
に
は
、
画
面
の
右
に
評
論
家
の
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
（T

hom
as C

arlyle, 1795–1881

）
と
キ

リ
ス
ト
教
社
会
主
義
運
動
の
創
始
者
の
一
人
、
Ｆ
・
Ｄ
・
モ
ー
リ
ス
（F. D

. M
aurice, 1805-1872

）
を

配
置
し
、
対
を
な
す
よ
う
に
、
左
の
壁
際
に
二
人
の
対
照
的
な
女
性
た
ち
が
配
さ
れ
て
い
る
。
み
す

ぼ
ら
し
い
身
な
り
の
花
売
り
の
女
性
と
パ
ラ
ソ
ル
を
さ
し
た
中
流
階
級
の
女
性
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
二
人
が
通
り
過
ぎ
る
壁
を
注
意
深
く
見
る
と
、
ま
さ
に
こ
の
絵
の
タ
イ
ト
ル
「
労
働
」
を
象
徴

す
る
二
枚
の
広
告
が
貼
っ
て
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。

一
枚
は
、
Ｆ
・
Ｄ
・
モ
ー
リ
ス
自
身
が
設
立
者
の
一
人
で
あ
る
「
労
働
者
大
学
（W

orking M
en ’s 

C
ollege

）」
の
広
告
で
あ
る
。
商
会
の
メ
ン
バ
ー
、
ブ
ラ
ウ
ン
、
ダ
ン
テ
・
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ

テ
ィ
（D

ante G
abriel R

ossetti, 1828–1882

）
や
エ
ド
ワ
ー
ド
・
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
（E

dw
ard B

urne-

Jones, 1833–1898

）
た
ち
は
、
こ
こ
で
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
（John R

uskin, 1819–1900

）
と
と
も
に
素

描
を
教
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
も
う
一
枚
は
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
に
衣
食
住
と
教
育
、
及
び
職
業
訓

練
を
与
え
る
実
業
学
校
、
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番
のT

he B
oys ’ H

om
e Industrial School

の
広
告
で
あ
る
。
こ
の
二
枚
は
画
面
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
労
働
者
た
ち
と
、
浮
浪
児
た
ち
に
そ
れ

ぞ
れ
呼
応
し
て
い
る
。

チ
ャ
リ
テ
ィ
・
教
育
・
法
律

│
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
の
モ
リ
ス
商
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
山
千
晶

C
hiaki Yokoyam

a

図1｜フォード・マドックス・ブラウン《労働》1852–1865

（画像提供：マンチェスター・アート・ギャラリー）
図2｜ブラウン《労働》部分
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救
貧
政
策
は
救ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス

貧
院
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ａ
・
Ｗ
・
Ｎ
・
ピ
ュ
ー
ジ
ン
（A

. W
. N

. P
ugin, 1812–1852

）
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
の

過
酷
な
実
態
を
、
一
八
三
六
年
に
『
対
比
（C

ontrasts

）』
の
中
で 

痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
新
救
貧
法
が
制
定
さ
れ
た
一
八
三
四
年
に
、

刑
事
裁
判
所
は
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
ー
（O

ld B
ailey

）
か
ら
中
央
刑
事
裁
判
所
（C

entral C
rim

inal C
ourt

）
と
名
前
を
変
更
し
た
が
、
当
時
、

裁
判
に
か
け
ら
れ
る
時
間
は
一
人
た
っ
た
の
八
分
程
度
で
犯
罪
者
は
釈
明
の
余
地
も
な
い
ま
ま
、
隣
接
す
る
ニ
ュ
ー
ゲ
ー
ト
監
獄
に
速
や

か
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。　

や
が
て
裁
判
制
度
の
見
直
し
が
始
ま
り
、
刑
罰
の
概
念
も
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
ま
で
は
体
罰
（
死
刑
以
外
に
も
鞭
打
ち
、
焼
き
鏝
を
当
て

る
、
手
を
火
で
焼
く
な
ど
）
が
主
流
だ
っ
た
が
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
刑
罰
の
内
容
も
変
化
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
・

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
残
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
は
、
体
罰
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
移
住
と
犯
罪
者
の
更
生
を
目
的

と
し
た
刑
務
所
（R

eform
ed P

rison

）
へ
の
移
行
の
様
子
が
わ
か
る
。
と
は
い
え
、「
更
生
」
と
は
名
ば
か
り
で
、
刑
務
所
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス

よ
り
も
過
酷
な
労
働
が
課
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
っ
た
﹇
*2
﹈。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
議
論
さ
れ
た
の
は
、
少
年
犯
罪
と
子
ど
も
た
ち
の
貧
困
の
問
題
で
あ
る
。
一
八
三
五
年
の
「
刑
務
所
と
更
生

施
設
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（Select C

om
m

ittee on G
aols and H

ouses of C
orrection

）」

の
議
論
に
基
づ
き
、
大
人
と
子
ど
も
の
刑
罰
を
別
々
に
考
慮
す
る
こ
と
が
検
討
さ

れ
、
一
八
三
八
年
に
は
パ
ー
ク
ハ
ー
ス
ト
に
少
年
刑
務
所
が
設
立
さ
れ
た
。
し
か

し
、
刑
務
所
付
属
の
更
生
施
設
に
収
容
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
特
に
一
八

四
二
年
か
ら
一
八
五
二
年
に
か
け
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
移

送
さ
れ
、
そ
こ
で
労
働
力
と
し
て
搾
取
さ
れ
る
と
い
う
新
た
な
社
会
問
題
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
っ
た
﹇
*3
﹈。

少
年
犯
罪
者
の
処
罰
の
場
と
し
て
の
刑
務
所
に
対
す
る
批
判
の
高
ま
り
に
押
さ
れ

て
設
立
さ
れ
た
の
が
、
少
年
犯
罪
者
の
た
め
の
矯
正
学
校
（reform

atory schools

）
と
、

犯
罪
予
防
の
た
め
の
実
業
学
校　
（industrial schools

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
設
立
は

罰
す
る
こ
と
か
ら
教
育
へ
と
議
論
が
変
化
し
て
い
っ
た
証
左
で
も
あ
っ
た
。
結
果
と

モ
リ
ス
商
会
を
支
え
て
い
た
の
は
、
数
多
く
の
ク
ラ
フ
ツ
マ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
中
の
数
名
は
の
ち
に
商
会

を
支
え
る
重
要
な
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
例
え
ば
商
会
は
設
立
前
に
労
働
者
大
学
の
素
描
ク
ラ
ス
を
取
っ
て
い
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ャ
ン
プ

フ
ィ
ー
ル
ド
を
職
人
頭
と
し
て
雇
い
入
れ
、
一
八
六
一
年
の
末
ま
で
に
は
同
じ
く
労
働
者
大
学
の
学
生
た
ち
、
お
よ
び
商
会
の
あ
る
レ
ッ

ド
・
ラ
イ
オ
ン
・
ス
ク
エ
ア
八
番
近
く
の
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番
の
実
業
学
校
か
ら
少
年
た
ち
を
雇
い
入
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。

モ
リ
ス
商
会
の
重
要
な
基
盤
を
な
し
て
い
た
の
は
徒
弟
制
度
だ
っ
た
。
労
働
者
大
学
出
身
の
職
人
は
、
す
で
に
身
に
着
け
て
い
た
ガ
ラ

ス
絵
な
ど
の
技
術
を
見
込
ま
れ
て
雇
わ
れ
た
も
の
の
、
商
会
で
働
き
な
が
ら
労
働
者
大
学
で
描
画
の
技
法
を
学
び
続
け
た
。
少
年
た
ち

は
、
そ
ん
な
先
輩
た
ち
の
も
と
に
徒
弟
と
し
て
入
り
、
時
間
を
か
け
て
職
人
に
育
て
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
職
人
た
ち
と
同
様
、
少
年
の

中
に
は
そ
の
後
ク
ラ
フ
ツ
マ
ン
と
し
て
独
立
し
、
や
が
て
は
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
伝
統
に
名
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
者

た
ち
い
る
。

労
働
者
大
学
と
恵
ま
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
の
教
育
施
設
と
し
て
成
り
立
ち
始
め
た
ば
か
り
の
実
業
学
校
の
存
在
は
、
モ
リ
ス
商
会
の
み

な
ら
ず
、
当
時
の
デ
ザ
イ
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
中
で
そ
れ
ほ
ど
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
商
会
の
設
立
時
は
少

年
犯
罪
と
子
ど
も
た
ち
の
貧
困
問
題
が
慈
善
活
動
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
大
い
に
議
論
さ
れ
、
そ
れ
ら

の
活
動
と
議
論
を
追
う
形
で
法
律
が
制
定
さ
れ
実
行
さ
れ
て
い
っ
た
と
き
と
重
な
っ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ
ら
の
議

論
と
慈
善
活
動
、
そ
し
て
そ
の
後
の
法
律
制
定
と
い
う
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
、
モ
リ
ス
商
会
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
を
位

置
づ
け
る
こ
と
で
、
商
会
の
設
立
と
一
九
世
紀
の
社
会
問
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

少
年
犯
罪
と
子
ど
も
の
貧
困

一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
大
都
市
の
人
口
過
密
と
と
も
に
犯
罪
と
格
差
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
一
八
二
九
年
に
は
、
犯
罪
の

取
り
締
ま
り
の
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
警
視
庁
（M

etropolitan P
olice

）
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
の
制
定
に
伴
い
、

図3｜ A・W・N・ピュージン『対比』から
「救貧施設」の昔と今の比較
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し
て
パ
ー
ク
ハ
ー
ス
ト
の
少
年
刑
務
所
は
一
八
六
四
年
に
は
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
更
生
施
設
の
設
立
は
、
ま
ず
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
始
ま
っ
た
。
一
八
四
一
年
に
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
でB

oys ’ Industrial 

Feeding School

が
設
立
さ
れ
、
こ
の
動
き
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
全
域
に
広
が
り
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で 

矯
正
学
校
法

（R
eform

atory Schools A
ct

） 

が
で
き
た
の
が
一
八
五
四
年
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
法
制
定
に
先
ん
じ
て
い
る
。
そ
し
て
一

八
五
七
年
に
最
初
の
実
業
学
校
法
（Industrial Schools A

ct

）
が
制
定
さ
れ
、
政
府
が
子
ど
も
た
ち
の
犯
罪
予
防
、
そ
し
て
貧
困
に
積
極
的

に
取
り
組
み
始
め
た
。
一
八
五
七
年
の
法
律
制
定
か
ら
の
ち
、
実
業
学
校
法
は
一
八
九
四
年
ま
で
に
五
回
修
正
さ
れ
る
が
、
特
に
八
〇
年

代
ま
で
は
家
族
と
い
う
単
位
に
政
府
が
介
入
し
て
い
っ
た
様
子
を
法
律
の
改
正
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
少
年
犯
罪
を
阻

止
す
る
た
め
に
子
ど
も
た
ち
を
堕
落
し
た
大
人
た
ち
か
ら
引
き
離
し
、
親
に
代
わ
っ
て
衣
食
住
を
提
供
し
、
教
育
を
授
け
、
職
業
訓
練
を

行
っ
た
う
え
で
社
会
の
一
員
と
し
て
世
に
送
り
出
す
と
い
う
、
養
育
と
教
育
の
責
任
を
国
家
が
負
う
こ
と
が
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
慈
善
活
動
と
政
府
の
介
入　
　
刑
務
所
か
ら
学
校
へ

こ
の
法
律
制
定
に
先
鞭
を
つ
け
、
主
導
し
た
の
は
、
民
間
に
よ
る
慈
善
活
動
で
あ
っ
た
。
一
七
八
八
年
に
は
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ッ
ク

協
会
（T

he P
hilanthropic Society

）
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
目
的
は
浮
浪
児
（vagrants

）
や
少
年
犯
罪
者
に
社
会
的
責
任
と
勤
労
を
教
え

る
こ
と
だ
っ
た
。
一
八
三
〇
年
に
は
路
上
生
活
の
子
ど
も
た
ち
を
救
済
す
る
目
的
で
、
ロ
ン
ド
ン
に
児
童
友
愛
協
会
（C

hildren ’s Friendly 

Society

）
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
宗
教
団
体
は
独
自
に
慈
善
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
貧
困
と
犯
罪
防
止
を
目
的
と
す
る
こ
う
し

た
慈
善
団
体
や
個
人
の
中
に
は
、
独
自
に
教
育
活
動
や
教
育
施
設
を
運
営
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

慈
善
団
体
の
活
動
を
通
し
て
二
つ
の
問
題
が
呈
示
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
子
ど
も
と
は
何
か
」
そ
し
て
「
子
ど
も
の
貧
困
の
原
因
」
で
あ

る
。
先
に
述
べ
た
一
八
三
八
年
の
少
年
刑
務
所
の
設
立
に
も
絡
む
が
、
そ
れ
ま
で
「
少
年
（juvenile

）」
と
は
ど
ん
な
年
齢
層
を
指
す
の
か

は
、
工
場
法
で
も
少
年
犯
罪
法
で
も
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
九
世
紀
前
半
は
九
歳
以
上
の
子
ど
も
た
ち
は
立
派
な
労
働
力
と
み
な
さ

れ
て
い
た
。
一
八
四
七
年
に
は
少
年
犯
罪
法
（Juvenile O

ffenders A
ct

）
は
一
四
歳
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
一
八
五

〇
年
に
は
一
六
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
若
い
児
童
対
象
のY

outhful O
ffenders A

ct

も
一
八
五
四
年
ま
で
は
七
歳
未

満
を
も
対
象
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
若
い
子
ど
も
た
ち
が
、
果
た
し
て
意
図
的
な
犯
罪
を
働
く
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
は
怪
し
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
更
生
と
予
防
の
教
育
の
必
要
性
は
、
大
人
た
ち
と
同
じ
く
労
働
力
と
し
て
搾
取
さ
れ
、
大
人
と
同
じ
よ
う
に
刑
罰
の
対
象

と
な
っ
て
き
た
「
子
ど
も
」
の
法
的
な
定
義
の
構
築
と
、
子
ど
も
た
ち
は
「
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
思
考
の
転
換
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
。

一
八
五
四
年
のR

eform
atory Schools A

ct

（
矯
正
学
校
法
） と

一
八
五
七
年
のIndustrial Schools A

ct

（
実
業
学
校
法
）

こ
の
議
論
の
中
で
、
劣
悪
な
家
庭
環
境
こ
そ
が
貧
困
と
犯
罪
の
温
床
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
政
府
の
積
極
的
な
介
入
と
教
育
の

必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
先
鋒
と
な
っ
た
の
は
、
教
育
・
社
会
改
良
家
の
メ
ア
リ
ー
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー

（M
ary C

arpenter, 1807–1877

）
で
あ
る
。
彼
女
は 

一
八
五
一
年
の
著
書
、R

eform
atory Schools for the C

hildren of the Perishing and 

D
angerous C

lasses, and for Juvenile O
ffenders

の
中
で
、
三
つ
の
教
育
機
関
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
、
一
般
の

無フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル

料
学
校
以
外
に
犯
罪
予
備
軍
の
子
ど
も
た
ち
（P

erishing C
lasses

に
属
す
る
子
ど
も
た
ち
）
の
生
活
を
保
障
す
る
実
業
学
校
、
そ
し
て
犯
罪

を
犯
し
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
（D

angerous C
lasses

に
属
す
る
子
ど
も
た
ち
）
を
対
象
と
す
る
矯
正
学
校
を
、
刑
務
所
の
代
わ
り
に
提
案
す

る
。　

こ
う
し
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
犯
罪
の
危
険
の
あ
る
貧
困
層
と
す
で
に
犯
罪
歴
の
あ
る
危
険
階
層
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
用

意
さ
れ
た
す
べ
て
の
学
校
を
規
制
す
べ
き
原
則
を
論
じ
た
後
で
は
、
次
の
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
一
に 

両
親
の
貧
困
、
あ
る
い
は
自
身
の
人
格
の
欠
如
や
身
に
ま
と
う
も
の
が
な
い
た
め
に
、
他
の
学
校
に
通
う
こ
と
が
で
き

な
い
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
良
質
の
無
料
の
デ
イ
・
ス
ク
ー
ル
を
設
立
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
。﹇
…
﹈
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児
童
が
地
域
法
ま
た
は
一
般
法
に
基
づ
い
て
浮
浪
罪
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
場
合
、
治
安
判
事
は
、
そ
の
罪
を
裏
付
け
る
に
足
る
証
拠

を
受
理
し
た
上
で
、
そ
の
児
童
の
親
、
ま
た
は
孤
児
の
場
合
は
保
護
者
か
最
も
近
い
成
人
親
族
が
直
ち
に
見
つ
か
ら
な
い
場
合
、
認

定
実
業
学
校
が
近
く
に
あ
り
、
運
営
者
が
児
童
を
受
け
入
れ
る
意
思
が
あ
れ
ば
、
そ
の
児
童
を
、
一
週
間
を
超
え
な
い
期
間
、
当
該

実
業
学
校
に
収
容
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
正
当
な
調
査
を
行
う
よ
う
指
示
し
、
所
定
通
知
（
書
式
Ａ
．）
に
よ

り
、
児
童
の
親
、
ま
た
は
後
見
人
も
し
く
は
最
も
近
い
成
人
親
族
が
い
る
場
合
に
は
そ
の
該
当
者
に
、
ま
た
は
児
童
が
居
住
を
共
に

し
て
い
る
か
最
後
に
共
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
者
に
、
児
童
が
保
護
さ
れ
た
状
況
お
よ
び
書
式
に
記
載
さ
れ
た
日

時
お
よ
び
場
所
に
お
い
て
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
通
知
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
一
八
五
七
年
の
実
業
学
校
法
、
第
五
項
）﹇
*5
﹈

そ
れ
ま
で
は
浮
浪
児
は
刑
務
所
に
送
ら
れ
て
い
た
が
、
代
わ
り
に
運
営
者
の
承
諾
を
得
た
上
で
学
校
に
ま
ず
収
容
さ
れ
、
親
か
保
護
者

の
存
在
と
責
任
能
力
を
調
査
し
た
う
え
で
、
正
式
入
学
の
プ
ロ
セ
ス
が
踏
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。

矯
正
学
校
と
実
業
学
校
と
い
う
こ
の
二
つ
の
教
育
機
関
に
よ
る
二
重
の
シ
ス
テ
ム
は
一
九
三
三
年
ま
で
継
続
さ
れ
、
そ
の
後
こ
の
二
つ

は
統
合
さ
れ
て
、「
救
護
院
（approved school

）」 

と
な
り
、
一
九
六
九
年
以
降
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ホ
ー
ム
（com

m
unity hom

e

）」
と
し

て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

家
族
に
代
わ
っ
て
国
や
慈
善
団
体
が
生
活
環
境
や
教
育
を
提
供
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
一
八
九
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
二
〇
世
紀
に

か
け
て
、
養
子
縁
組
も
含
め
た
家
族
主
体
の
養
育
責
任
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
一
九
世
紀
の
実
業
学
校
の
役
目
は
、
政

府
に
よ
る
階
級
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
る
研
究
が
多
い
中
、
子
ど
も
の
福
祉
に
中
心
を
置
き
、
実
業
学
校
の
意
義
を
評
価

す
る
研
究
も
出
て
き
て
い
る
﹇
*6
﹈。

当
時
の
法
律
は
、
よ
り
広
い
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
多
角
的
に
と
ら
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

　
第
二
に 

極
度
の
貧
困
や
非
行
が
原
因
で
、
常
習
的
な
浮
浪
や
万
引
き
を
行
い
警
察
の
干
渉
を
受
け
る
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の
た

め
に
、
食
料
を
支
給
す
る
実
業
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。
上
記
の
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
通
わ
な
い
者
は
全
員
、
こ
れ
ら
の

学
校
へ
の
入
学
を
義
務
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
深
刻
な
迷
惑
行
為
か
ら
市
民
を
守
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

市
町
村
ま
た
は
教
区
に
支
払
わ
れ
る
税
金
の
助
成
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。  

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
学
校
は
、
ま
だ
法
律
の
鉄
の
掌
中
に
捕
ま
っ
た
こ
と
の
な
い
子
ど
も
た
ち
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
る
。﹇
…
﹈

　
第
三
に
、
少
年
犯
罪
者
に
関
す
る
刑
務
所
制
度
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
の
件
に
関
し
て
正
し
い
判
断
を
下
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
諸

氏
の
証
言
に
基
づ
い
て
、
刑
務
所
は
費
用
が
か
か
る
の
み
な
ら
ず
、
無
益
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
少
年
犯
罪
者
に

対
し
て
刑
務
所
制
度
が
非
効
率
で
あ
り
有
害
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
矯
正
学
校
を
、
そ
の
原
理
と
内
容
の
詳
細

の
双
方
に
つ
い
て
注
意
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
適
切
な
規
則
の
も
と
で
、
こ
れ
ら
の
学
校
が
刑
務
所
の
代
わ
り
と

し
て
機
能
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。（
太
字
に
よ
る
強
調
は
原
典
に
よ
る
）﹇
*4
﹈

や
が
て
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
慈
善
家
は
、
一
八
五
一
年
と
一
八
五
三
年
に
全
国
会
議
を
開
催
し
、
新
し
い
更
生
教
育

機
関
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
こ
の
議
論
か
ら
一
八
五
二
年
に
は
「
犯
罪
お
よ
び
貧
困
児
童
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（Select C

om
m

ittee on 

C
rim

inal and D
estitute C

hildren

）」
が
設
立
さ
れ
、
そ
こ
で
の
議
論
が
一
八
五
四
年
の
矯
正
学
校
法
と
一
八
五
七
年
の
実
業
学
校
法
の
制
定

へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
五
七
年
制
定
の
実
業
学
校
法
の
中
で
は
「
浮
浪
児
の
よ
り
良
い
職
業
訓
練
の
た
め
の
実
業
学
校
（Industrial Schools for the B

etter 

Training of V
agrant C

hildren

）」
が
学
校
の
正
式
名
と
さ
れ
て
い
る
。
矯
正
学
校
が
一
六
歳
未
満
の
少
年
犯
罪
者
を
対
象
と
し

て
い
た
の
に
対
し
、
実
業
学
校
は
七
歳
か
ら
一
四
歳
未
満
、
か
つ
未
犯
罪
者
で
は
あ
る
が
、
浮
浪
児
、
お
よ
び
養
育
責
任
を

果
た
さ
な
い
親
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
た
。
衣
食
住
を
提
供
し
な
が
ら
、
職
業
訓
練
と
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
と
基

礎
的
な
一
般
教
養
、
お
よ
び
道
徳
を
身
に
着
け
さ
せ
る
こ
と
が
教
育
の
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
親
の
養
育
責
任
放
棄
を
防
止

す
る
た
め
に
も
、
週
に
最
大
三
シ
リ
ン
グ
を
払
う
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
た
が
、
経
済
的
な
状
況
に
よ
っ
て
は
免
除
さ
れ
た
。

実
業
学
校
の
入
学
対
象
者
の
定
義
と
プ
ロ
セ
ス
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

図4｜メアリー・カーペンター（1807–1877）
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ク
リ
ミ
ア
戦
争
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ル
の
慈
善
活
動

子
ど
も
た
ち
の
教
育
と
救
済
の
議
論
に
拍
車
を
か
け
た
大
き
な
出
来
事
は
、
一
八
五
三
年
一
〇
月
か
ら
一
八
五
六
年
三
月
に
か
け
て
起

こ
っ
た
ク
リ
ミ
ア
戦
争
、
そ
し
て
一
八
五
七
年
か
ら
一
八
五
八
年
に
か
け
て
起
こ
っ
た
イ
ン
ド
の
反
乱
で
あ
る
。
前
者
で
は
ロ
シ
ア
を
相

手
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
大
々
的
な
遠
征
を
お
こ
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
八
五
四
年
の
一
〇 

月
か
ら
始
ま
っ
た
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
の
包
囲

戦
の
長
期
化
に
と
も
な
い
、
多
く
の
戦
死
者
と
病
死
者
を
出
し
た
。
結
局
一
年
後
の
一
八
五
五
年
九
月
一
一
日
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン

ス
・
ト
ル
コ
の
連
合
軍
の
前
に
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
は
陥
落
し
、
終
戦
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
予
想
以
上
に
長
引
い

た
戦
争
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
状
況
は
悪
化
し
、
結
果
と
し
て
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
内
閣
の
総
辞
職
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
（
二
〇

二
二
年
の
二
月
二
四
日
に
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
で
も
、
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
は
戦
闘
地
の
一
つ
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
し
、
欧
米
の
大

国
が
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
現
状
が
こ
こ
に
重
な
る
の
は
、
何
と
も
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
）。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
本
国
に
残
さ
れ
た

家
族
た
ち
の
救
済
の
た
め
に
篤
志
家
た
ち
に
よ
る
慈
善
団
体
が
次
々
と
生
ま
れ
た
。
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番
の
実
業
学
校
を
設
立

す
る
こ
と
に
な
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ル
（G

eorge W
illiam

 B
ell, 1822–1910

）
は
、
法
律
火
災
保
険
組
合
に
勤
め
て
い
た
が
、
一

八
五
四
年
三
月
七
日
に
設
立
さ
れ
た
「
出
征
軍
人
の
妻
や
子
ど
も
た
ち
の
救
済
の
た
め
の
中
央
協
会
（C

entral A
ssociation in A

id of the W
ives 

and Fam
ilies of Soldiers ordered on A

ctive Service

）」
に
監
査
役
と
し
て
加
わ
る
。
事
務
局
長
を
務
め
た
の
は
弟
の
フ

レ
デ
リ
ッ
ク
・
ヘ
イ
リ
ー
・
ベ
ル
だ
っ
た
。

ク
リ
ミ
ア
戦
争
は
そ
の
後
の
第
一
次
世
界
大
戦
に
至
る
ま
で
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
遠
征
し
た
最
も

大
規
模
な
戦
い
だ
っ
た
。
家
族
の
負
担
も
大
き
く
、
類
似
し
た
慈
善
団
体
が
設
立
さ
れ
た
が
、「
中
央
協
会
」
は

ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
残
さ
れ
た
家
族
た
ち
の
救
済
に
真
っ
先
に
取
り
組
ん
だ
団
体
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
同
年
一
〇
月

三
日
に
「
愛
国
基
金
（P

atriotic Fund

）」
が
設
立
さ
れ
た
が
、「
中
央
協
会
」
の
特
徴
は
、
本
国
に
残
さ
れ
た
家
族

の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
未
亡
人
と
遺
児
の
救
済
に
奔
走
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
協
会
は
一
八
五
六
年
の
戦
争
の
終
結
に
よ
る
兵
士
の
帰
還
に
伴
い
、
無
事
に
家
族
と
新
し
い
生
活
を
再
開
で
き
る
ま
で
の
経

済
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
同
年
七
月
ま
で
続
け
、
一
一
月
に
解
散
し
た
。

「
中
央
協
会
」
の
も
う
一
つ
重
要
な
活
動
は
、
親
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
施
設
の
設
立
で
あ
る
。
政
府
に
よ
る
子
ど
も
た
ち

の
救
済
施
設
は
当
時
二
つ
し
か
な
く
、
男
子
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
。「
愛
国
基
金
」
に
よ
る
施
設
は
戦
争
孤
児
の
み
が
対
象
だ
っ
た
が
、

「
中
央
協
会
」
は
孤
児
で
は
な
い
女
子
の
支
援
を
行
っ
て
い
た
。
ま
ず
は
、
母
親
に
教
育
資
金
を
提
供
し
、
の
ち
に
は
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
の

実
業
学
校
に
女
子
た
ち
を
入
学
さ
せ
、
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
の
「
軍
人
児
童
院
（Soldiers ’ Infant H

om
e

）」
で
女
子
た
ち
に
職
業
訓
練
を
受
け
さ

せ
て
い
る
﹇
*7
﹈。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ル
は
こ
の
児
童
院
の
事
務
局
長
と
な
り
、
や
が
て
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
に
引
っ
越
し
て
い
る
。

ま
た
運
営
に
は
、
妹
の
レ
オ
ノ
ー
ラ
も
尽
力
す
る
な
ど
、
ま
さ
に
一
家
を
挙
げ
て
慈
善
活
動
に
専
心
し
た
さ
ま
が
見
て
取
れ
る
。
同
校
は

二
〇
一
一
年
に
そ
の
長
い
歴
史
に
幕
を
閉
じ
た
。

同
時
に
ベ
ル
は
、
目
的
を
同
じ
く
す
る
慈
善
団
体
の
協
力
体
制
の
必
要
性
を
説
い
た
。
慈
善
団
体
が
横
の
つ
な
が
り
が
な
い
ま
ま
独
自

に
活
動
す
る
こ
と
で
、
提
供
さ
れ
る
助
成
金
の
有
効
な
活
用
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
の
で
あ
る
。「
愛
国
基
金
」
が
設
立
さ
れ

た
一
八
五
四
年
一
〇
月
の
『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
紙
（
一
〇
月
二
四
日
付
）
に
は
、
ベ
ル
の
次
の
よ
う
な
投
稿
が
載
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
、﹇
愛
国
基
金
﹈
が
独
自
の
道
を
歩
む
の
だ
と
す
れ
ば
、
同
じ
申
請
者
に
二
つ
か
三
つ
の
助
成
先
か
ら
お
金
が
流
れ
る
こ
と

に
な
り
、
真
の
慈
善
の
道
は
閉
ざ
さ
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
今
後
、
公
益
へ
と
大
き
く
成
長
し
て
い
く
種
と
な
る
べ
き

数
々
の
基
金
は
結
局
無
駄
に
使
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。﹇
*8
﹈

中
央
協
会
解
散
か
ら
一
年
後
、
ベ
ル
は
一
八
五
七
年
一
一
月
に
実
業
学
校
設
立
に
向
け
て
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
が
、
そ
れ
は
政
府
が

同
年
に
実
業
学
校
法
を
制
定
し
、
今
ま
で
個
別
に
運
営
さ
れ
て
い
た
学
校
を
ま
と
め
上
げ
て
い
く
時
期
と
重
な
る
。
ベ
ル
が
こ
の
動
き
に

呼
応
し
、
翌
年
二
月
に
開
校
し
た
学
校
の
認
可
申
請
を
提
出
し
た
の
は
、
政
府
の
も
と
で
の
学
校
の
体
系
化
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。

事
務
局
長
と
し
て
設
立
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
の
は
、
も
う
一
人
の
ベ
ル
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ベ
ル
・
ア
ン
ド
・
サ
ン
ズ
で
有
名
な
出
版
者

図4｜デヴィッド・オクタヴィウス・ヒルとロバート・アダムソン
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の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ベ
ル
（G

eorge B
ell, 1814–1890

）
で
あ
る
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
の
仲
間
も
多
く
、『
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ア
ン

ド
・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
マ
ガ
ジ
ン
（O

xford and C
am

bridge M
agazine

）』（1856

）
の
出
版
を
通
し
て
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
サ
ー
ク
ル
と
も
知

り
合
い
だ
っ
た
。
そ
の
流
れ
で
学
校
の
運
営
委
員
会
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
で
、
労
働
者
大
学
の
設
立
者
の
ト
マ
ス
・
ヒ
ュ
ー

ズ
と
Ｆ
・
Ｄ
・
モ
ー
リ
ス
が
加
わ
っ
た
。
つ
ま
り
労
働
者
大
学
と
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
の
実
業
学
校
は
設
立
時
か
ら
つ
な
が
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
一
八
五
八
年
二
月
二
六
日
、
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番
にT

he B
oys ’ H

om
e Industrial School

が
開
校
し

た
の
で
あ
る
。

ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番
の
実
業
学
校
設
立
と
一
八
五
七
年
の
実
業
学
校
法
の
問
題
点

一
八
五
七
年
に
制
定
さ
れ
た
実
業
学
校
法
の
も
と
に
、
一
八
の
学
校
が
認
定
さ
れ
た
（
の
ち
に
そ
の
う
ち
の
一
校
の
認
定
は
取
り
消
し
）。
ロ

ン
ド
ン
で
は
一
一
校
。
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番
は
そ
の
う
ち
の
一
校
だ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
リ
バ
プ
ー
ル
と
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
各

二
校
。
ヨ
ー
ク
と
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
・
オ
ン
・
タ
イ
ン
で
そ
れ
ぞ
れ
一
校
ず
つ
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
八
五
八
年
一
〇
月
一
五
日
に
リ
バ
プ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ル
の
講
演
に
よ
る
と
、
法
律
制
定

の
一
年
後
、
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
の
学
校
が
で
き
て
八
か
月
後
に
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。﹇
*9
﹈

ま
ず
は
、
対
象
者
はvagrant

（
浮
浪
児
）
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
縛
り
で
あ
る
。
一
八
五
七
年
の
実
業

学
校
法
制
定
委
員
会
の
議
事
録
（
ハ
ン
サ
ー
ド
）
を
見
る
と
、
や
は
り
こ
の
言
葉
の
定
義
を
巡
っ
て
議
論
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
以
下
は
、
一
八
五
七
年
六
月
一
一
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員
会
で
の
、
先
に
引
用
し
た
第

五
項
の
制
定
を
め
ぐ
る
議
論
の
一
部
で
あ
る
。

ハ
ッ
ク
ブ
ロ
ッ
ク
氏
は
こ
の
条
項
は
「
物
乞
い
ま
た
は
浮
浪
児
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
」
児
童

だ
け
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
提
案
し
た
。

　
ヘ
ン
リ
ー
氏
は
、
こ
の
条
項
の
文
言
が
も
た
ら
す
混
乱
を
指
摘
し
た
い
と
述
べ
た
。
同
条
項
に
は
「
物
乞
い
ま
た
は
浮
浪
行
為
」

と
の
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
両
者
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ま
っ
た
く
別
の
犯
罪
を
生
み
出
す
こ
と
に

な
る
。
物
乞
い
自
体
は
浮
浪
の
一
種
で
あ
り
、
現
在
で
は
浮
浪
罪
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
交

差
点
を
掃
除
し
て
い
る
子
ど
も
が
半
ペ
ニ
ー
を
乞
う
た
場
合
、
そ
の
子
ど
も
は
拘
束
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ

ろ
う
か
。﹇
*10
﹈

こ
の
定
義
の
あ
い
ま
い
さ
ゆ
え
に
対
象
と
な
る
子
ど
も
た
ち
、
つ
ま
り
政
府
の
助
成
対
象
者
か
ら
本
来
助
成
を
受
け
る
べ
き
子
ど
も
た

ち
が
零
れ
落
ち
る
こ
と
と
な
っ
た
と
ベ
ル
は
指
摘
す
る
。
実
際
に
認
定
校
の
中
で
さ
え
、「
浮
浪
児
」
と
認
定
さ
れ
る
学
生
た
ち
は
全
体

の
生
徒
数
の
七
分
の
一
に
過
ぎ
ず
、
ロ
ン
ド
ン
の
一
一
校
は
す
べ
て
対
象
外
の
学
生
た
ち
を
入
学
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

し
か
も
ベ
ル
は
講
演
の
中
で
、
矯
正
学
校
に
収
容
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
多
く
の
浮
浪
児
と
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
は
、
救
貧
院
に
送
ら
れ
て

し
ま
う
と
い
う
現
状
も
指
摘
し
て
い
る
。
救
わ
れ
る
べ
き
子
ど
も
た
ち
が
救
わ
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
っ
た
。

続
い
て
ベ
ル
は
、
学
校
の
財
政
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
ベ
ル
は
認
定
校
の
財
源
を
、
四
つ
挙
げ
る
。
政
府
の
援
助
、
校
内

作
業
か
ら
得
ら
れ
る
報
酬
、
親
が
支
払
う
べ
き
維
持
費
、
そ
し
て
個
人
の
篤
志
家
に
よ
る
寄
付
で
あ
る
。
ま
ず
一
番
目
の
政
府
の
助
成
金

で
あ
る
が
、
ベ
ル
に
よ
る
と
浮
浪
児
と
認
定
さ
れ
、
治
安
判
事
に
よ
っ
て
学
校
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
以
外
は
、
一
年
に
一
人

あ
た
り
、
五
シ
リ
ン
グ
の
助
成
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
三
番
目
の
親
か
ら
の
支
払
い
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
八
五
七
年
の
法
律
に

基
づ
く
と
、
実
業
学
校
は
決
し
て
無
料
で
は
な
く
、
経
済
状
況
に
よ
っ
て
は
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
学
校
の
財
政
援
助

（
一
週
間
に
最
大
三
シ
リ
ン
グ
）
が
課
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
は
親
の
支
払
い
を
四
つ
の
財
源
の
中
で
最
も

頼
り
に
な
ら
な
い
も
の
、
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
結
局
多
く
の
学
校
が
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
個
人
の
寄
付
金
で
あ
っ
た
。

同
時
に
ベ
ル
は
、
二
番
目
に
挙
げ
た
校
内
作
業
の
将
来
性
に
光
を
当
て
る
。
実
際
に
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番
で
は
、
仕
立
て
や

製
靴
、
家
具
づ
く
り
と
修
理
修
繕
、
印
刷
、
薪
づ
く
り
、
そ
の
ほ
か
、
各
家
庭
で
の
家
事
手
伝
い
、
パ
ー
テ
ィ
な
ど
で
の
音
楽
演
奏
な
ど

が
生
徒
に
よ
る
仕
事
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ル
は
、
奉
公
人
と
し
て
の
長
期
雇
用
の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
、
そ
の
よ
う
な
顔
の
見
え
る

寄
付
形
式
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

図6｜設立当時のユーストン・ロード44番の実業学校
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点
は
、
リ
バ
プ
ー
ル
の
講
演
で
ベ
ル
が
指
摘
し
た
問
題
に
部
分
的
に
応
え
る
も
の
だ
っ
た
。
入
学
対
象
者
と
な
る
子
ど
も
た
ち
の
定
義
と

間
口
が
広
が
っ
た
の
だ
。
第
九
項
に
挙
げ
ら
れ
た
対
象
児
童
の
定
義
を
見
て
み
よ
う
。

児
童
の
学
校
へ
の
入
学
と
そ
の
該
当
身
分

第
九
項  

こ
の
法
律
の
規
定
に
従
い
、
以
下
に
該
当
す
る
児
童
の
認
定
実
業
学
校
へ
の
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち

1
． 

一
四
歳
未
満
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
児
童
で
、
物
乞
い
す
る
か
施
し
を
受
け
て
い
る
、
あ
る
い
は
物
乞
い
す
る
か
施
し
を
受
け
る

目
的
で
街
頭
ま
た
は
公
共
の
場
所
に
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
者 

２
． 

一
四
歳
未
満
と
思
わ
れ
る
児
童
で
、
浮
浪
行
為
が
認
め
ら
れ
、
家
ま
た
は
定
住
地
を
持
た
ず
、
目
に
見
え
る
生
計
手
段
を
持
た

な
い
こ
と
が
判
明
し
た
者 

３
． 

法
律
で
罰
せ
ら
れ
る
罪
を
犯
し
た
り
、
よ
く
知
ら
れ
た
窃
盗
犯
と
い
る
と
こ
ろ
を
頻
繁
に
見
ら
れ
て
い
る
、
一
二
歳
未
満
と
思

わ
れ
る
児
童 

４
． 

一
四
歳
未
満
の
児
童
で
、
親
が
そ
の
児
童
の
行
動
に
責
任
を
負
う
こ
と
が
不
可
能
か
つ
、
本
法
に
基
づ
き
そ
の
児
童
を
就
学
さ

せ
る
こ
と
を
希
望
し
、
同
時
に
そ
の
児
童
の
就
学
維
持
費
を
支
払
う
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
者
。
そ
の
費
用
は
、
本
法
に
基
づ
き

児
童
が
連
行
さ
れ
た
先
の
治
安
判
事
が
支
払
う
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。﹇
*11
﹈

一
八
五
七
年
法
の
第
五
項
と
比
べ
る
と
、
こ
こ
で
は
「
浮
浪
児
」
と
い
う
言
葉
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
も
、
一
二
歳
未
満
の
少
年
犯
罪

者
た
ち
も
入
学
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
家
族
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
一
四
歳
未
満
の
児
童
の
入
学
を
認
め
る
な
ど
、
対
象
範
囲
も
拡
張
さ

れ
て
い
る
。
実
際
、
の
ち
に
モ
リ
ス
商
会
で
は
七
歳
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
徒
弟
と
し
て
雇
っ
て
い
た
と
の
記
録
も
あ
る
﹇
*12
﹈。
こ
の
後
さ

ら
に
、
一
八
六
六
年
に
は
片
親
家
庭
の
児
童
に
も
学
校
受
け
入
れ
の
門
戸
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
法
律
の
改
正
は
、
商
会
で
の
少
年
た
ち

の
雇
用
を
容
易
に
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

同
時
に
一
八
四
四
年
に
は
一
般
職
に
対
す
る
児
童
対
象
の
徒
弟
制
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、
一
八
四
七
年
に
は 

全
般
的
連
合
勅

一
八
六
一
年
の
実
業
学
校
法
の
改
正
と
モ
リ
ス
商
会
設
立
の
関
係

こ
こ
に
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番
と
モ
リ
ス
商
会
の
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
は
一
八
六
一
年
に
モ
リ
ス
商
会

が
創
業
す
る
前
か
ら
こ
の
二
つ
は
す
で
に
深
い
関
係
に
あ
っ
た
。
橋
渡
し
を
し
た
人
物
は
、
今
一
人
の
慈
善
家
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
ギ
ラ
ム
（W

illiam
 Jam

es G
illum

, 1827–1910

）
と
さ
れ
て
い
る
。
一
八
五
五
年
九
月
二
二
日
付
の
『
エ
グ
ザ
ミ
ナ
ー
』
紙
に
載
っ
た

ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
の
死
傷
者
リ
ス
ト
に
よ
る
と
、
Ｗ
・
Ｊ
・
ギ
ラ
ム
大
尉
の
名
前
が
「
瀕
死
の
重
傷
者
（D

angerously w
ounded

）」
の
リ
ス

ト
に
入
っ
て
い
る
。
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
の
戦
い
で
の
負
傷
に
よ
り
、
ギ
ラ
ム
は
片
足
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
帰
国
後
、
大
佐
と
な
っ
た
ギ

ラ
ム
は
モ
リ
ス
商
会
で
活
躍
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
一
八
五
八
年
設
立
の
ホ
ガ
ー
ス
・

ク
ラ
ブ
の
パ
ト
ロ
ン
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
八
六
〇
年
に
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番
の
実
業
学
校
の
こ

と
を
知
り
、
運
営
委
員
会
に
参
加
し
た
の
み
な
ら
ず
、
同
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ル
の
妹
、
レ
オ

ノ
ー
ラ
と
結
婚
し
て
い
る
。
こ
の
年
に
、
ギ
ラ
ム
は
商
会
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
学
校
の
こ
と
を
紹
介
し
た
の
で

あ
る
。

同
じ
年
の
一
八
六
〇
年
に
商
会
メ
ン
バ
ー
の
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
ナ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の

二
人
が
結
婚
す
る
際
に
、
実
業
学
校
の
生
徒
た
ち
は
、
こ
ち
ら
も
商
会
メ
ン
バ
ー
と
な
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ェ

ブ
（P

hilip W
ebb, 1831–1915

）
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
、
そ
し
て
パ
ネ
ル
付
き
の
木
製
ソ
フ
ァ

を
作
り
、
若
い
カ
ッ
プ
ル
に
贈
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
モ
リ
ス
商
会
設
立
前
に
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
学
校
と
、

作
業
を
通
し
て
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
。

し
か
し
、
一
八
六
一
年
四
月
設
立
の
商
会
が
少
年
た
ち
を
雇
い
入
れ
た
の
は
、
そ
の
年
の
終
わ
り
ご
ろ
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
商
会
の
創
業
後
、
一
八
六
一
年
八
月
に
、
実
業
学
校
法
が
改
正
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
改
正

図7｜ユーストン・ロード44番の実業学校での
家具づくりの様子
（1865年以後に出版されたパンフレットより）
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令
（the G

eneral C
onsolidated O

rder

）
の
公
布
に
よ
り
、
徒
弟
た
ち
の
就
職
の
枠
と
選
択
、
お
よ
び
親
方
の

責
任
や
徒
弟
制
度
の
内
容
の
詳
細
も
明
文
化
さ
れ
て
い
っ
た
﹇
*13
﹈。
職
業
訓
練
と
し
て
の
徒
弟
制
の
中
で

も
、
技
術
と
能
力
を
育
て
て
い
く
責
任
が
明
確
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
実
業
学
校
で
は
、
独
自
に
職
業
訓
練
を
行
っ
て
い
た
。
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
四
四
番

で
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
仕
立
て
、
製
靴
、
家
具
づ
く
り
と
大
工
仕
事
、
印
刷
、
薪
づ
く
り
、
家
事
、

そ
し
て
音
楽
隊
の
演
奏
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
た
。
一
八
六
五
年
に
同
校
は
ユ
ー
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
か
ら

リ
ー
ジ
ェ
ン
ツ
・
パ
ー
ク
・
ロ
ー
ド
に
移
転
す
る
が
、
そ
の
後
出
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
家
具
づ

く
り
に
関
し
て
、
家
具
の
種
類
と
値
段
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
お
り
、
学
校
の
重
要
な
収
入
源
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
﹇
*14
﹈。

一
八
六
〇
年
か
ら
す
で
に
生
徒
た
ち
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ェ
ブ
の
デ
ザ
イ
ン
の
家
具
を
学
校
で
制
作
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
や
が

て
、
家
具
づ
く
り
が
少
年
た
ち
の
手
仕
事
教
育
を
助
け
る
の
み
な
ら
ず
、
運
営
の
収
入
源
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
モ
リ
ス

商
会
設
立
前
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
も
ま
た
、
直
接
・
間
接
的
に
教
育
に
関
わ
り
、
同
校
の
運
営
に
関
与
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て

一
八
六
一
年
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
よ
り
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
実
業
学
校
の
門
戸
が
開
か
れ
た
と
き
に
、
ち
ょ
う
ど
労
働
者
大
学
で
一

六
歳
以
上
の
若
者
た
ち
の
教
育
と
才
能
の
発
掘
に
商
会
の
メ
ン
バ
ー
が
取
り
組
ん
で
い
た
よ
う
に
、
実
業
学
校
は
職
工
の
も
と
で
徒
弟
を

育
て
る
こ
れ
も
ま
た
豊
か
な
才
能
の
種
の
土
壌
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
の
モ
リ
ス
商
会

矯
正
学
校
や
実
業
学
校
を
出
た
後
、
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
「
勤
労
少
年
の
家
（W

orking B
oys ’ H

om
es

）」
に
移
り
、
そ
こ
で
さ
ら
に
職

業
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
当
時
の
研
究
家
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
チ
ャ
ン
ス
に
よ
る
と
「
少
年
た
ち
が
雇
用
先
を
見
つ
け
る
の
に

苦
労
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
」
と
の
こ
と
で
あ
る
﹇
*15
﹈。
モ
リ
ス
商
会
も
、
タ
ペ
ス
ト
リ
部
門
で
ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
ー
ル
（H

enry D
earle, 

図8｜ユーストン・ロード44番の実業学校で構内作業
（1865年以後に出版されたパンフレットより）

図9｜モリス商会のタペストリ《三賢王の礼拝（The Adoration of Magi）》1888–1890（エドワード・バーン＝ジョウンズのデザイン。
最初のものは、オクスフォードのエクセター・コレッジのチャペルのために織られた。ヘンリー・ダールのもとで、ウィリアム・ナイトと
ウィリアム・スリースも制作にかかわった。写真は、1894年に織られたもので、マンチェスター・メトロポリタン大学の所蔵。画像は
同大学の特別コレクション博物館の提供による。）
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1859–1932

）
の
も
と
で
働
く
徒
弟
二
人
、
一
三
歳
か
ら
一
四
歳
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ナ
イ
ト
（W

illiam
 K

night

）
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
リ
ー

ス
（W

illiam
 Sleath, 1867–1943

）
を
一
八
八
〇
年
か
ら
一
八
八
一
年
初
頭
に
雇
い
入
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
人
は
一
八
七
九
年
に
設
立
さ
れ

た
、
住
む
家
を
持
た
な
い
か
、
世
話
を
し
て
く
れ
る
知
り
合
い
が
い
な
い
少
年
た
ち
の
た
め
の
施
設
、
ロ
ッ
シ
ー
・
ハ
ウ
ス
（R

ossie H
ouse 

H
om

e for W
orking B

oys

）
の
入
居
者
だ
っ
た
。

モ
リ
ス
商
会
を
支
え
て
い
た
徒
弟
制
度
の
も
と
で
働
い
て
い
た
少
年
た
ち
に
つ
い
て
は
少
し
ず
つ
調
査
も
進
ん
で
い
る﹇
*16
﹈。モ
リ
ス
商

会
以
外
に
も
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
デ
ザ
イ
ン
産
業
を
支
え
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
名
も
な
き
職
工
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら

や
彼
女
た
ち
は
、
徒
弟
制
度
の
確
立
と
、
子
ど
も
た
ち
を
保
護
し
、
教
育
し
、
訓
練
す
る
慈
善
活
動
と
法
律
、
そ
し
て
教
育
施
設
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
育
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

横
山
千
晶（
よ
こ
や
ま
・
ち
あ
き
）

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
。
慶
應
義
塾
大
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大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
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、ヴ
ィ

ク
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リ
ア
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文
学
・
文
化
研
究
。 　

 

註

*1

│	

ブ
ラ
ウ
ン
の
《
労
働
》
に
は
二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
現
在
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ア
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
所
有
し
て
い
る

一
八
六
五
年
完
成
版（1852–1865

）と
、ア
ー
ト
コ
レ
ク
タ
ー
だ
っ
た
ト
マ
ス
・
プ
リ
ン
ト
の
依
頼
で
描
か
れ
た
一
八
六
三
年
版（
バ
ー

ミ
ン
ガ
ム
・
ア
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
所
蔵
）の
二
つ
で
あ
る
。

*2

│	“ C
rim

inal L
ives, 1780–1925: P

unishing O
ld B

ailey C
onvicts,”  L

ondon M
etropolitan A

rchives E
xhibition, 11 D

ecem
ber 

2017-16 M
ay 2018, P

am
phlet.

*3

│	N
icholas T. H

olligan, T
he Pankhurst Prison B

oys: Transportation to W
estern A

ustralia (1842 to 1849)  (Tricorn B
ooks, 2017).

*4

│	M
ary C

arpenter, R
eform

atory Schools for the C
hildren of the Perishing and D

angerous C
lasses, and for Juvenile O

ffenders (C
. 

G
ilpin, 1851), 37–39.

*5

│	(20 and 21 V
ictoria c.48) s. 5. A

 C
ollection of the Public G

eneral Statutes Passed in the Tw
entieth and Tw

enty-first Years of the 

R
eign of H

er M
ajesty Q

ueen V
ictoria: B

eing the First Session of the Seventeenth Parliam
ent of the U

nited K
ingdom

 of G
reat B

rit-

ain and Ireland (P
rinted by G

eorge E
dw

ard E
yre and W

illiam
 Spottisw

oode, 1857), 282.

*6

│	

例
え
ば
、M

arianne M
oore, “ Social C

ontrol or P
rotection of the C

hild?: T
he D

ebates on the Industrial Schools A
cts 1857–

1894,” Journal of Fam
ily H

istory , vol. 33, no. 4 (O
ctober 2008): 359–387.

*7

│	“ F
inal R

ep
ort of the C

entral A
ssociation in A

id of the W
ives and F

am
ilies of Sold

iers ord
ered on A

ctive Service.”  

T
im

es, 5 Jan. 1857

を
参
照
の
こ
と
。T

he T
im

es D
igital A

rchive.  link.gale.com
/apps/doc/C

S50499621/T
T

D
A

?u=
jpkeio&

 

sid=
bookm

ark-T
T

D
A

&
xid=

f18e897c. A
ccessed 31 O

ct. 2023.

*8

│	G
eorge W

illiam
 B

ell, “ T
he C

entral A
ssociation for Soldiers’  W

ives, W
idow

s, and C
hildren,”  M

orning C
hronicle,  24 

O
ct. 1854. B

ritish L
ibrary N

ew
spapers. link.gale.com

/apps/doc/B
C

3207378663/ B
N

C
N

?u=
cam

buni&
sid=

bookm
ark-

B
N

C
N

&
xid=

68d1d8cd. A
ccessed 31 O

ct. 2023.

*9

│	“ T
he B

oys’  H
om

e, E
uston-R

oad.”  D
ailey N

ew
s, 20 O

ct. 1858.

*10

│	H
ansard. 17 June 1857.U

. K
. Parliam

entary Papers D
ocum

ent.  https://parlipapers.proquest.com
/parlipapers/result/pqpdocu

m
entview

?accountid=
9851&

groupid=
107396&

pgId=
3dd17c24-8743-4f73-ac7f-c7d547372671#t0752. A

ccessed 24 Sept. 

2023.

*11
│	(24 and 25 V

ictoria c.113) s. 9. A
 C

ollection of the Public G
eneral Statutes Passed in the Tw

enty-fourth and Tw
enty-fifth Years of 

the R
eign of H

er M
ajesty Q

ueen V
ictoria: B

eing the T
hird Session of the E

ighteenth Parliam
ent of the U

nited K
ingdom

 of G
reat 

B
ritain and Ireland (P

rinted by G
eorge E

dw
ard E

yre and W
illiam

 Spottisw
oode, 1861), 482.

*12

│	

の
ち
に
紹
介
す
る
が
、
商
会
の
タ
ペ
ス
ト
リ
部
門
に
徒
弟
で
入
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
リ
ー
ス
は
七
歳
で
商
会
に
入
っ
た
と
い
う
記
録

が
あ
る
。
以
下
を
参
照
の
こ
と
。P

aul Sleath, “ W
illiam

 Sleath, 1867–1943.”  https://w
illiam

sleath.com
/. A

ccessed 24 Sept. 

2023.

*13

│	W
. C

hance, C
hildren under the Poor L

aw
: T

heir E
ducation Training and A

fter-C
are  (Sw

an Sonnenschein &
 C

o., 1897), 267.

*14

│	

以
下
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
広
告
か
ら
。T

he Story of the B
oys ’ H

om
e  （P

rinted and P
ublished at the B

oys’ H
om

e, 

R
egent’ s P

ark R
oad), n.d.

*15

│	C
hance, 285.

*16

│	D
avid Saxby, “ T

he Sun G
raal Tapestry W

eavers at M
erton A

bbey,”  T
he W

illiam
 M

orris Society M
agazine  (Spring 2016): 13–

15, 

お
よ
び
、Saxby, “ F

rom
 M

erton A
bbey to D

ovecot: W
eaving Scotland’ s F

irst Tapestry,”  T
he W

illiam
 M

orris Society M
aga-

zine  (Spring 2017): 2–5.

 

本
論
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費（H

03K
F

21060

）の
助
成
を
受
け
て
、調
査
・
執
筆
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

045
社会デザイン　過去・現在・未来

論考特集 044
チャリティ・教育・法律横山千晶




